
 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和４年12月22日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県条例第56号 

   一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14年岩手県条例第56号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （特定任期付職員の給与に関する特例）  （特定任期付職員の給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定に基づき任期を定めて採用された職員（医療局

企業職員又は企業局企業職員として採用された職員を除く。以下「特定任

期付職員」という。）には、次の給料表を適用する。 

第７条 第２条第１項の規定に基づき任期を定めて採用された職員（医療局

企業職員又は企業局企業職員として採用された職員を除く。以下「特定任

期付職員」という。）には、次の給料表を適用する。 

 号 給 給料月額   号 給 給料月額  

  円    円  

 １ 378,000   １ 379,000  

 ２ 426,000   ２ 426,000  

 ３ 476,000   ３ 476,000  

 ４ 538,000   ４ 538,000  

 ５ 613,000   ５ 613,000  

 ６ 716,000   ６ 716,000  

 ７ 837,000   ７ 837,000  

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

 （給与条例等の適用除外等）  （給与条例等の適用除外等） 

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第４条、第28条の３、第34条の２第１

項及び第38条第２項の規定の適用については、給与条例第４条中「この条

例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成14年岩手県条例第56号。以下「任期付職員条例」という。）」と、

２ 特定任期付職員に対する給与条例第４条、第28条の３、第34条の２第１

項及び第38条第２項の規定の適用については、給与条例第４条中「この条

例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成14年岩手県条例第56号。以下「任期付職員条例」という。）」と、



給与条例第28条の３中「職員」とあるのは「職員及び任期付職員条例第７

条第１項の給料表の適用を受ける職員（医療業務に従事する職員で人事委

員会の定めるものに限る。）」と、給与条例第34条の２第１項中「以下「

特定管理職員」」とあるのは「任期付職員条例第７条第１項の給料表の適

用を受ける職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第38条第２

項中「100分の122.5」とあるのは「100分の162.5」とする。 

給与条例第28条の３中「職員」とあるのは「職員及び任期付職員条例第７

条第１項の給料表の適用を受ける職員（医療業務に従事する職員で人事委

員会の定めるものに限る。）」と、給与条例第34条の２第１項中「以下「

特定管理職員」」とあるのは「任期付職員条例第７条第１項の給料表の適

用を受ける職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第38条第２

項中「100分の122.5」とあるのは「100分の167.5」とする。 

３ 特定任期付職員に対する給与等条例第５条、第28条の２第１項及び第29

条第２項の規定の適用については、給与等条例第５条中「この条例」とあ

るのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14

年岩手県条例第56号。以下「任期付職員条例」という。）」と、給与等条

例第28条の２第１項中「職員が」とあるのは「職員（任期付職員条例第７

条第１項の給料表の適用を受ける職員を含む。次項において同じ。）が」

と、給与等条例第29条第２項中「100分の122.5」とあるのは「100分の

162.5」とする。 

３ 特定任期付職員に対する給与等条例第５条、第28条の２第１項及び第29

条第２項の規定の適用については、給与等条例第５条中「この条例」とあ

るのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14

年岩手県条例第56号。以下「任期付職員条例」という。）」と、給与等条

例第28条の２第１項中「職員が」とあるのは「職員（任期付職員条例第７

条第１項の給料表の適用を受ける職員を含む。次項において同じ。）が」

と、給与等条例第29条第２項中「100分の122.5」とあるのは「100分の

167.5」とする。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

第２条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （給与条例等の適用除外等）  （給与条例等の適用除外等） 

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第４条、第28条の３、第34条の２第１

項及び第38条第２項の規定の適用については、給与条例第４条中「この条

例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成14年岩手県条例第56号。以下「任期付職員条例」という。）」と、

給与条例第28条の３中「職員」とあるのは「職員及び任期付職員条例第７

条第１項の給料表の適用を受ける職員（医療業務に従事する職員で人事委

員会の定めるものに限る。）」と、給与条例第34条の２第１項中「以下「

２ 特定任期付職員に対する給与条例第４条、第28条の３、第34条の２第１

項及び第38条第２項の規定の適用については、給与条例第４条中「この条

例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例

（平成14年岩手県条例第56号。以下「任期付職員条例」という。）」と、

給与条例第28条の３中「職員」とあるのは「職員及び任期付職員条例第７

条第１項の給料表の適用を受ける職員（医療業務に従事する職員で人事委

員会の定めるものに限る。）」と、給与条例第34条の２第１項中「以下「



特定管理職員」」とあるのは「任期付職員条例第７条第１項の給料表の適

用を受ける職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第38条第２

項中「100分の122.5」とあるのは「100分の167.5」とする。 

特定管理職員」」とあるのは「任期付職員条例第７条第１項の給料表の適

用を受ける職員を含む。以下「特定管理職員」」と、給与条例第38条第２

項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165」とする。 

３ 特定任期付職員に対する給与等条例第５条、第28条の２第１項及び第29

条第２項の規定の適用については、給与等条例第５条中「この条例」とあ

るのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14

年岩手県条例第56号。以下「任期付職員条例」という。）」と、給与等条

例第28条の２第１項中「職員が」とあるのは「職員（任期付職員条例第７

条第１項の給料表の適用を受ける職員を含む。次項において同じ。）が」

と、給与等条例第29条第２項中「100分の122.5」とあるのは「100分の

167.5」とする。 

３ 特定任期付職員に対する給与等条例第５条、第28条の２第１項及び第29

条第２項の規定の適用については、給与等条例第５条中「この条例」とあ

るのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成14

年岩手県条例第56号。以下「任期付職員条例」という。）」と、給与等条

例第28条の２第１項中「職員が」とあるのは「職員（任期付職員条例第７

条第１項の給料表の適用を受ける職員を含む。次項において同じ。）が」

と、給与等条例第29条第２項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165

」とする。 

４ ［略］ ４ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和５年４月１日から施行する。 


		2022-12-21T13:47:58+0900
	Iwate prefecture




